
地域資源活用推進業務 仕様書 

 

１.業務名 

地域資源活用推進業務 

 

２.業務の目的 

和歌山市（以下、「市」という。）の田野地区は、集落の構成上、建物の解体や更新が

非常に難しい状況にあることから、近年、空き家が増加しており、空き家を活用した新た

な取り組みの創出と、将来の移住・定住の促進につながる事業展開が求められている。 

 そのため、本業務では、令和８年６月にとりまとめた「挑戦者とつくる雑賀崎・田野エ

リアの未来デザイン」に基づき、地区住民と挑戦意欲のある内外の事業者による共創の地

域づくりを進めるため、地域と一体となって事業者を呼び込み、試験的な空き家の活用と

効果検証を通じて、地域の空き家の新たな活用モデルの創出を図る。 

 

３.業務期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

４.対象エリア 

  和歌山市田野地内（主に集落）（下記地図中の着色部分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５.業務内容 

 受託者は、上記「２.業務の目的」を踏まえ、次の業務を実施し、地区住民と共に地域活性

化につながる空き家の活用モデルを検討する。 

（１）空き家の活用支援及び事業者の募集 

市の指定する２か所以上の空き家（別図参照）を対象に、地区住民と協議の上、次のと

おり空き家を活用する事業者の募集、受け入れ準備を進める。 

ア 活用する空き家の準備（簡易な修繕、美装等を含む。） 



イ 空き家を活用する事業者（以下「事業者」という。）の募集及び選定 

＊ 但し、受託者は、必要に応じ、市と協議のうえ、受託者自身が事業者となること

ができる。 

ウ 事業者への伴走支援、地区関係者との調整 

エ 運営マニュアル、図面等の作成 

オ 個々の事業に係る実施スキーム、実績、課題等のとりまとめ 

    ＊ 空き家を活用する期間は、連続する１週間以上の期間とする。 

    ＊ 空き家を活用して行う事業のうち、１か所は「食」をテーマとした事業とするこ

と。 

    ＊ 事業者は、今後地域での活動や出店等への意欲が高いものを優先して選定し、実

際の出店等に向け、本事業期間中に出店等に向けたサポートを行うこと。 

    ＊ 活用する空き家の使用契約及び活用に必要な水道・光熱費等の使用契約の締結、

空き家の使用料その他各種使用料の支払い、使用中の管理並びに現状復旧等は、

受託者の責において実施する。なお、本事業の実施範囲内において必要となる、

不用品の整理等に要する経費についても見込んでおくこと。 

（２）地域のレガシーを創出する取り組み 

上記（１）の事業効果を最大限引き出すために、アーティストやシェフなどのクリエイ

ターをはじめとする外部人材等と共創し、後世に引き継がれるような、目玉となるイベン

トを開催する。 

  ＊ イベント開催にあたっては、今後の地域づくりに向けて、地区住民のシビックプラ

イドが醸成できるよう、地区住民、地区事業者や関係機関と十分な調整・連携に努

めること。 

  ＊ 上記（１）オに記載の空き家活用事業の実施の期間中に開催すること。（開催は 1日

以上とする。） 

（３）事業の周知及び広報素材の作成 

  事業の周知に加え、この地域で「挑戦者とつくる雑賀崎・田野エリアの未来デザイン」

に基づく取り組みを展開していくため、次のとおりＳＮＳ広告等による周知、広報素材を

作成する。 

  ア ＳＮＳ広告等の実施 

  イ ポスター（B2 50 枚）、チラシ（A4 500 部）のデザイン及びカラー印刷 

ウ 記録写真、動画等の撮影（事業期間中だけでなく、事業実施までのプロセスや事業

実施に向けた取り組み等を含む。） 

（４）事業による効果の測定 

  空き家活用事業の実施の期間中において、平時と比較した地域内の人流の変化や、アン

ケート等により事業の効果を測定し、次の内容について取りまとめること。 

  ア 地区内の人流、来訪者等の変化 



  イ 地区住民、来訪者等の行動・意識の変化の有無 

  ウ ＳＮＳ広告等を通じたマーケティング結果（インプレッションごとの属性等） 

エ 当該地区における新たな空き家活用モデルについての提案 

  オ その他 今後の事業展開に向けて必要な事項 

（５）その他 

ア 打合せ協議（適宜） 

イ その他事業の実施にあたって市と協議すること。 

 

６.提出書類 

（１）契約締結後、次に掲げる書類及びデータを速やかに市に提出すること。 

ア 事業計画書        １部 

イ 実施スケジュール     １部 

（２）業務完了後、委託業務完了通知書及び業務成果品（次に掲げる書類及びデータ）を速

やかに市に提出すること。 

ア 実績報告書（本業務で得られた結果の他、新たな空き家活用モデルに至ったエビデ

ンス等を含む）                     ２部 

イ 記録写真・動画等（広報素材については適宜提出）     一式 

ウ その他 本業務で作成、入手した資料、各種許可書の写し等 一式 

（３）打合せ及び報告等 

   必要に応じて市と打合せを行い、必要となる資料を作成すること。 

 

７.業務の適正な実施に関する事項 

（１）個人情報保護 

受託者が本業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関す

る法律その他個人情報に関する法令等に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失

及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。 

（２）守秘義務 

受託者は、業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益の

ために利用することはできない。また、業務終了後も同様とする。 

 

８.その他 

（１）本業務を円滑に遂行するため、委託者は受託者に対して業務の進捗状況について報告

を求めることができることとする。 

（２）業務の実施にあたっては、市と十分協議したうえで行うこと。 

（３）本仕様書に明示なき事項、または業務上疑義が発生した場合は、両者協議により誠意

を持って実施するものとする。 



（４）本業務にかかる成果品の著作権、版権は、全て市に帰属するものとし、著作物及び著

作物の作成に使用された素材等の編集、二次使用を妨げない。 

（５）業務に必要な運営体制を確保すること。 

（６）業務を実施する上で必要となる賠償責任保険等に加入すること。 

（７）業務を実施する上で必要となる保健所への届出等法令上必要な措置を講じること。 

（８）事故防止対策等の安全に配慮すること。 

（９）騒音やごみ処理、駐車場等に関するトラブルが生じないよう、住民生活への影響に配

慮すること。 

（１０）雨天時や突発的なトラブル時の対策（中止の場合も含む）など危機管理について配慮

すること。 

（１１）業務に必要な関係者等と連絡調整を行い、円滑な運営に努めること。 

（１２）空き家の活用に関し、事業者からは出店料を徴収しない。事業者と協力し、より多く

の来場者獲得に努めること。 

（１３）事業を進めるにあたっては、市が進めるその他の関連事業の関係者等との情報共有等

に協力し、必要に応じて連携すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
※上記業務対象箇所①～③のうち、２箇所以上の空き家を対象とする。 

別図１ 

業務対象箇所③ 

業務対象箇所② 業務対象箇所① 



 

業務対象箇所① 

別図２ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

業務対象箇所② 

 

別図３ 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務対象箇所③ 

別図４ 


